
 

第３子以降のお子さんが生まれた世帯に 

子育てサービス事業の利用費用の一部を助成！ 
 

【助成対象者（①～③の要件をすべて満たす方）】 

① 美郷町に住民登録していること 

② 第３子以降の子が生まれ、その子を含む３人以上の子を養育していること 

 ③ 小学校就学前の子を養育していること 

※要件を満たしている場合は、次年度以降も助成金を申請することができます。（年度ごとに申請が必要です） 

 

【助成金額】 

一世帯：年間上限 １５，０００円 （４月から翌年３月末までの１年間） 

 

【対象事業】 

次の事業を利用（購入）する費用のうち、小学校就学前の子に係る費用  ※詳しくは裏面参照 

◎子育て短期支援事業         ◎一時預かり事業（幼稚園型除く） 

◎予防接種及び知育玩具購入など 

 

【申請から助成金受領までの流れ】 

１．対象事業を利用（購入）します。 

２．対象事業の利用（購入）後に、「助成対象認定申請及び助成金交付申請書（様式第１号）」に必要書類を 

添付してこども子育て課に提出します。≪申請は年度分をまとめて１回で申請してください≫ 

【必要書類】 

①領収書やレシートの原本（利用日・利用金額・利用内容等がわかるもの） 

②通帳の写し（金融機関・支店・口座番号・口座名義人が確認できるもの） 

③住民票謄本（子どもとの親子関係が確認できるもの）※住民票謄本で確認できない場合は戸籍謄本 

  ⇒ ２年目以降の申請で、世帯員に変更がない場合は省略可 

④委任状（申請者と口座名義人が異なる場合） 

３．町から、「助成対象認定通知書及び助成金交付決定通知書（様式第２号）」を送付します。 

   要件を満たしていない場合は、「助成対象外通知書（様式第３号）」が送付されます。 

４．助成金を指定の口座にお振込みします。 

 

【助成の対象となる期間（対象となる領収書やレシートの日付）】 

今年度新たに対象となった方 ⇒ 要件を満たした日（第３子以降の出生日）から令和８年３月３１日まで 

昨年度までに対象となった方 ⇒ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

   ≪申請期限≫ 令和８年３月３１日必着   ※利用後はお早めに申請してください 

 

 お問い合わせは、美郷町こども子育て課 子育て支援班 0187－84－4904 まで  




